
田子町同窓会等支援事業(結婚・ U ターン支援)

同窓会等は、若い世代の方々にとっては、いわゆる出会いの場となり、また、ふるさとの思い

をあらためて感じる機会として、ふるさと回帰のきっかけにもなります。このため、結婚支援やＵタ

ーンを促進することを目的として、同窓会や縁結びプランナーがお世話するお見合い開催に係る

費用の一部を支援します。

(参考)

全国的に結婚に至ったカップルの６組のうち１組(約１５％)は、同級生・同窓生同士の組み合わせといわれて

います。

●この同窓会等支援事業の助成を受けたい方は、同窓会開催などを企画する段階で、その幹

事さんなどが事前に、役場住民課子育て定住移住支援室にご相談ください。

対象となる同窓会や、申請から開催、開催後の助成金の交付等の方法について説明します。

この相談はあらかじめ電話連絡をいただければ、役場開庁時間以外でも対応しますのでご連

絡ください(TEL 0179-23-0678)。

【手続きの流れ】

１ 同窓会の企画段階で役場住民課子育て定住移住支援室に相談

ò
２ 同窓会開催の企画ができた段階で、助成金交付申請書を提出

申請者は、田子町在住の同窓会開催代表者、幹事さん、会計事務担当者いずれかの方

ò
３ 助成条件審査、適合の場合、助成金決定通知書を申請人に交付

ò
４ 会場予約、同窓会開催案内（開催案内などにおいて、本事業の支援を受ける予定の同窓

会であることを通知することが必要です。）、出席者数確定などの諸手続

ò
５ 出席予定者を確定し、助成条件を満たす場合は、出席者人数により助成金を算定

助成金概算払請求書提出（提出後２週間以内に概算助成金を申請者に仮払い）

ò
６ 同窓会開催

諸支払いの完了、出席者名簿、収支報告など作成(収支報告書作成前にご相談ください)

ò
７ 開催後２週間以内に、事業完了届兼助成金精算書に同窓会収支報告書（領収書添付）と

出席者名簿を添えて提出し、あわせて助成金の精算を行います。なお、収支精算で剰余金

がある場合は、出席者に還付するかＰＴＡ等公益目的の寄付金にしなければなりません。

※同窓会出席者が助成事業の条件（出席者の男女比など）を満たさなかった場合は、概算



払いした助成金全額を返還して頂きます。

■対象となる同窓会、同級会

(1) 田子町内の小学校、中学校の卒業生で、学級、学年、学校、部活動及び各種結成団体の
単位で開催される同窓会・同級会等(田子町内の小学校、中学校の卒業生による高校・大

学などの同窓会も対象)。

※同窓会に田子町の学校卒業者以外の出席者がいても、出席者総数の１／２以内なら構

いません。また、出席者の住所については問いません。

※単なる懇親会、親睦会、歓送迎会、忘・新年会、祝賀会、激励会などは助成の対象となり

ません。

(2) 縁結びプランナーが仲立ちするいわゆるお見合いと称される会の開催。

■助成の要件

(1) 同窓会・同級会など
○原則として町内で開催されるもの(やむを得ない事情で町外(青森、岩手、秋田県内に

限る)で開催されるものについてはその理由を申請時に申告します)。

○出席者が５人以上で、男女両性の出席が各々 1/4以上あること。
※開催当日の欠席等により要件を満たさなかった場合は、助成金を交付しません。

○出席者の過半数が、田子町内の小学校又は中学校の卒業生であること。

○出席者の出身学校、住所、氏名、年齢、職業を出席者名簿として提出できること。

○同窓会に要した経費の収支決算報告書を提出できること。

○開催案内で、本事業の支援を受ける予定の同窓会であることが通知されること。

○他の団体等からの支援又は助成等を受けて開催されるものでないこと。

○原則として出席者の負担する会費が全員同一金額であること。

(2) お見合いの会
○出席者に引き合わせる男女両性２人及び縁結びプランナーが１人以上あること。

○出席者に引き合わせる男女両性２人のうち１人は、田子町在住者であること。

○出席者の住所、氏名、生年月日、職業を出席者名簿として提出できること。

○お見合いに要した経費の内訳を提出できること。

■助成の額

○同一の趣旨、目的、出席者で開催する同窓会及び同一の出席者で行われるお見合いに対

する助成金の交付は、年度内１回のみとし、予算の範囲で助成金申請順に申請を打ち切り

ます。

○同窓会については、出席者１人当たり２,０００円とし、１同窓会につき５万円を上限とします。
なお、出席者１人当たりの経費が２,０００円を下回る場合は、実際に支出した１人当たりの
経費の１／２相当額とし、１００円未満は切り捨てた額となります。

○お見合いについては、お見合いの当事者及び引き合わせの縁結びプランナー１人当たり

４,０００円とし、これを下回る経費の場合は、実際に支出した経費とします。


